
審議会等の会議報告 

 

１ 会議名 第８回津市空家等対策委員会 

２ 開催日時 
平成３１年３月１９日（火） 

１０時００分から１２時００分まで 

３ 開催場所 津市本庁舎４階 庁議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市空家等対策委員会委員） 

加藤春美、草深靖志、國分恵之、國分弓子、豊福裕二、 

中尾俊一、廣森貫氏、藤田和男、南 英樹、臼井正之、 

菊田文雄、橋本直樹 

（事務局） 

都市計画部長 蓑田博之 

都市計画部次長 松井昭道 

都市政策課長 別府 敏 

建築指導課空家等対策担当副参事 丹羽啓一郎 

都市政策課都市計画・景観担当主幹 石田淳美 

都市政策課都市計画・景観担当副主幹 瀧本宏充 

都市政策課都市計画・景観担当主査 神田真澄 

都市政策課都市計画・景観担当主事 水谷吏揮 

５ 内容 

第８回津市空家等対策委員会 

（１）平成３０年度の取組について 

（２）今後の取組について 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９０ 

E-mail ２２９-３１７７@city.tsu.lg.jp 
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会議の内容 以下のとおり 
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臼井委員 

 

 

 

【開会】 

【あいさつ】 

本会議は津市情報公開条例第２３条の規定に基づいて公開し、一般市民

の方の傍聴席を設けております。また、会議の結果を、発言者の氏名と共

に、ホームページで公表させていただきますので、御了承のほどよろしく

お願いします。 

さて、本日の会議の議長ですが、津市空家等対策委員会設置要綱第６条

第１項の規定によりまして、委員長が務めることになっておりますので豊

福委員長よろしくお願いいたします。 

 

本日は、委員の皆様の御出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

委員各位におかれましては、本日の議事について、よろしく御意見いた

だきますようお願い申し上げます。 

また、議事運営につきまして、委員の皆様の御協力をよろしくお願いい

たします。 

それでは、お手元の事項書のとおり進めたいと思いますが、事務局から

本日の傍聴者の状況の説明をお願いします。 

 

本日は、傍聴者がございませんので、このまま会議を進めていただけれ

ばと思います。 

 

本日は、傍聴者がみえないということですので、このまま会議を進めた

いと思います。 

それでは、会議の成立の可否について、事務局より報告してください。 

 

それでは、御報告申し上げます。 

ただいま、委員会委員１３名中１２名の方が御出席いただいております

ので、津市空家等対策委員会設置要綱第６条第２項の規定によりまして、

会議は成立しております。 

 

会議の成立を認めます。 

それでは、事項書の「（１）平成３０年度の取組について」、説明をお願

いします。 

 

それでは、お配りしておりますパワーポイントの資料、もしくはスクリ

ーンを御覧ください。 

今回の委員会では平成３０年度の取組について、また、今後の取組につ

いて報告させていただきますので、これらについて、御意見、御提案をい

ただければと思います。 

それではまず、津市環境保全課から、臼井委員お願いします。 

 

平成３０年度の取組について、空家等の発生の抑制と適正管理の促進に

ついて説明させていただきます。 

環境保全課の平成３０年度の取組としては、昨年度に引き続き、今年度

も同様に、専門団体で構成されている「空き家ネットワークみえ」様と共
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催で、空き家所有者等に向けての空き家無料相談会を実施しました。詳細

は後ほど御説明させていただきます。 

次に啓発についてですが、平成３０年度においても、昨年度と同様の啓

発を行いました。広報紙、ホームページを利用した啓発、老人施設等への

チラシの配布、固定資産税の納税通知書の送付を利用しての啓発など、

様々な広報ツールを利用した啓発を行いました。それに加えて、新たな取

組として、ＮＴＴタウンページの全戸配布に併せてチラシの配布も行いま

した。 

次に、空き地・空き家に関する相談窓口ですが、地域でお困りの空き地・

空き家等に関する相談・苦情に対して、市の総合相談窓口として、環境保

全課及び各総合支所地域振興課が対応しています。 

窓口の対応としては、相談内容の聞き取りを行い、現地調査、所有者等

の調査を行うとともに、相談内容に応じて所管部署への引き継ぎを行い、

対応部署と連携を図りながら改善に向けた取組を行っています。 

それでは、これら取組の主なものについて説明します。 

空き家無料相談会の結果についてですが、空き家無料相談会は、平成２

９年度に引き続き、平成３０年度についても、平成３０年９月１６日（日）

に、空き家ネットワークみえ様の専門団体と共催で、空き家無料相談会を

開催しました。昨年同様、大盛況で、来場者は７２組、約１４０名で、相

談件数は１３６件で「売却等」「相続」「解体」など様々な分野に係る内容

の相談がありました。 

当日はアンケートを取っておりまして、参加者７２組の内、代表した６

８名の方からアンケートの回答があり、相談内容が参考になったという方

が５９名で全体の８７％を占めていました。 

参加者からの主な意見としては、「幅広い相談ができて参考になった」、 

「具体的な相談ができて良かった」、「今後の方向が決まりました」など好

意的な意見が多く、概ね、満足されたものであったと思われます。 

否定的な意見としては、「待ち時間が少し長かった」との意見がありま

した。しかしながら、前回実施した反省点から混み合うブースを想定して、

予備ブースを設けたこと、また今回は会場をセンターパレスに場所を変

え、控室として用意した別室についても相談ブースとして活用したことか

ら、前回よりは、改善ができたものと思われます。 

また、今回の相談会では、相談時の聞き取りの中で、相談者が希望すれ

ば、相談会終了後も、引き続き相談に関して継続していくこととしました。 

その結果、数件の継続対応を望まれた方の内、５件の相談に対して、希

望に沿った不動産業者を紹介するなどの具体的な取組に進展して継続し

ている事象があり、その内、１件は契約が成立するところまでいったと聞

いております。 

それと、前回の会議での課題として取り上げている「常設の相談窓口の

設置」でありますが、専門団体との連携強化に係る調整は、現在も行って

おり、引き続き、設置に向けて調整を進めていますので、よろしくお願い

します。 

次に、平成３０年度の新たな取組として行った啓発はＮＴＴタウンペー

ジの全戸配布に併せて、空き家対策の情報を掲載した広告チラシを同封し

ていただいたものです。配布時期は、平成３０年１１月に、配布地域は、

津市全域に配布していただきました。掲載内容は、空き家の発生予防、適

正管理、利活用などの空家対策に関する情報等をＡ３サイズの紙面で、２
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つ折りのＡ４サイズ４ページのカラー両面刷りのもので、配布に係る一切

の費用については、無料でございます。 

環境保全課では、地域でお困りの空き家、空き地の相談に対して受け付

けておりますが、空き家の相談、対応状況に関しては、後ほど、建築指導

課の方で、説明がありますので、ここでは、空き地に関する相談及び対応

状況について説明します。 

ここの空地に関する相談の一覧表の相談件数は、空き家の敷地に関する

相談も含んでおり、主に草木の繁茂の相談がほとんどでございます。 

一覧表の相談件数の項目を見ていただきますと、平成２８年度に相談件

数が、８６９件と、かなり増加しています。これは空き家、空き地のお困

りの方は、市の窓口にぜひ、御相談くださいと案内の啓発を行った結果、

大幅に数が増えたものであります。 

その後、平成２９年度には、１割ほど減少し、平成３０年度の相談件数

は、今年の２月末時点の件数からみても、かなりの減少となると思われま

す。 

対応状況について、改善率は、平成２７年度以降は、７０％を超える数

字で推移しており、平成３０年度についても改善率が７０％以上になるよ

う努めているところです。 

草木の繁茂については、人それぞれ感じるところに個人差があり、１０

センチ程度草が生えていると好ましく思わず相談をする、また１メートル

程まで生え広がらないと相談しないなど、現状としては様々で、どの程度

で不適切であるか、統一した基準がないのが現状です。 

また、草木は刈り取っても放置すれば、すぐに繁茂することもあり、ま

た、４月から１０月にかけてよく成長し、それ以降は枯れて、また春先に

なるとまた生えてくることから、毎年対応が必要となります。このような

ことから、草木の繁茂の対応としては、現状として根気よく丁寧に粘り強

く行っています。 

改善に向けた具体的な対応としては、所有者に対して、電話連絡、文書

による通知、直接所有者等を訪問、その後、概ね１か月を目途に現地を再

確認し、改善されていない場合は、再度対応をしています。 

空き地の草木の繁茂の対応には、根気よく丁寧に粘り強く対応を行って

おります。 

以上です。 

 

続いて、空き家の利活用の促進について、都市政策課から説明させてい

ただきます。平成３０年度の取組状況として、空き家情報バンクの運営と

補助制度の実績について、また、今年度新たな取組として行った、空き家

所有者への利活用を促すＤＭの送付、空き家見学会の開催についてになり

ます。 

まず、空き家所有者への利活用を促すＤＭの送付についてです。空き家

情報バンクの登録物件の掘り起こしを目指し、平成２７年度の空き家外観

調査において、Ａ判定（すぐに居住できる状態）、Ｂ判定（居住できる状

態ではあるが簡単な修繕又は手入れが必要）とした空き家のうち、土地所

有者と建物所有者が同一で最近増改築が行われていないもの、市街化調整

区域内でないもの等の条件から抽出した１０９件１２８人を対象にＤＭ

を送付しました。ＤＭの内容としましては、状態の良い空き家を資産価値

の高いうちに売却や賃貸等の利活用をするよう促すとともに、その一つの
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方法として空き家情報バンクを紹介したもので、お手元にお配りしたもの

になります。また、この委員会でも御協力いただき作成した空き家所有者

向けパンフレットを同封し、利活用だけでなく、適正管理や解体等につい

ても周知、啓発を行いました。 

送付したＤＭ１２８件に対して、３件の問い合わせがあり、うち１件が

空き家情報バンクへの登録に結びつきました。 

今後は、平成２７年の外観調査でＡ、Ｂ判定とした空き家の中で今回の

送付対象としなかった空き家のうち、最近増改築が行われていないもの、

市街化調整区域内でないもの等の条件から抽出した空き家の所有者へ新

たにＤＭを送付するとともに、今回送付した方に対しても継続して送付

し、空き家の利活用を啓発していきたいと思います。 

続いて空き家見学会についてです。空き家情報バンクの成約件数の増加

を目指し、昨年１２月に空き家情報バンクに登録されている空き家の見学

会を実施しました。これは実際に空き家を見学してもらい、その空き家で

の生活やその地域での生活をイメージしてもらうことで、空き家の利活用

の促進を図るために行ったものです。 

見学会の開催にあたり、空き家情報バンク利用登録者への案内の送付、

ホームページへの掲載、窓口での周知を行い参加者を募集しました。見学

会は参加費は無料ですが、集合場所とした市役所までは各自で来ていただ

く形としました。当日は６組１１人の方に参加いただき、そのうち１組が

愛知県在住の方、１組が尾鷲市在住の方で残り４組が津市からの参加でし

た。 

こちらが見学物件になります。物件は津地域の補修不要の３件を選定し

ました。見学会では所有者と都市政策課職員で物件や地域について説明を

行いました。 

また、空き家見学会の参加者へのアンケートを実施した結果、１１人中

１０人から回答をいただき、全員の方に参考になったとお答えいただきま

した。見学会の感想としては、「家の内部まで丁寧に見学できてよかった」、

「一度にいろいろな物件が見られてよかった」という意見があった一方

で、「もう少し小さな物件が見たい」、「海や山の近くなど、津市ならでは

の物件が見たい」という意見もありました。 

空き家見学会後、物件に関する問い合わせをいただいた参加者もいまし

たが、残念ながら成約には至っておりません。 

来年度も空き家見学会を開催予定ですが、その内容等については「(２)

今後の取組について」で詳しく説明します。 

これらの取組を進めてきた結果の一つとして、空き家情報バンクの実績

についてご報告します。美杉地域については、美杉総合支所で運営を行っ

ていますが、実績についてはここで市内全域をまとめさせていただいてお

ります。 

現在空き家バンクサイトで公開している物件は３４件で地域別の数は

一番上の表のとおりです。このように登録物件のない地域もあります。そ

の下の表は平成２８年度以降の空き家情報バンクの物件登録件数、成約件

数等をまとめたものです。空き家情報バンク拡大当初の増加には及びませ

んが、今年度も２３件の登録がありました。利用登録者については昨年度

と同程度の新規登録があり、着実に増加しているところです。また、対象

地域拡大後の成約件数は平成２９年度、平成３０年度を合わせて１７件と

なり、その地域別内訳が一番下の表になります。成約件数については、拡
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大後に登録した物件が少しずつ成約に結びついており、今年度については

１３件で、空き家情報バンクの対象地域を市内全域に拡大し、空き家の利

活用の促進に向けて取り組んだ結果が出てきているものと考えておりま

す。 

最後に、市内全域を対象にした、空き家の利活用に関する補助制度の実

績についてですが、前回の委員会でもお伝えしたとおり、市内全域を対象

としている津市空き家リノベーション支援事業補助金は平成２９年度の

実績はありませんでしたが、平成３０年度は１件１００万円の実績があり

ました。これは、定年後の田舎暮らしを目的に奈良県から美杉地域へ移住

した方が補助金を申請されたものです。これにつきましても、補助金につ

いての周知等の取組を行ってきた結果、活用につながったものと考えてお

ります。なお、本市の空き家利活用に関する補助金と併用することで、借

入金利を優遇する住宅金融支援機構の【フラット３５】地域活性化型につ

いては活用実績はありませんでした。 

都市政策課からは以上です。 

続いて、美杉総合支所地域振興課より菊田委員お願いします。 

 

美杉総合支所地域振興課の平成３０年度の取組を４点、説明したいと思

います。 

１点目が「美杉地域への移住に関する相談会の実施」、２点目が「美杉

地域の空き家見学会」３点目が、「移住者懇談会の開催」４点目が「各種

補助制度」でございます。 

初めに「美杉地域への移住に関する相談会の実施」について御説明いた

します。 

美杉地域への移住・居住のＰＲを行う「津市田舎暮らしアドバイザー」

６名の方の協力を得て、「道の駅美杉」で、４月から１２月の日曜日に、

月１から２回、田舎暮らしを希望される方を対象とした休日相談窓口を実

施しました。今年度は１４回開催し、２２件の相談がございました。２２

件の相談の方の居住地は、東京２件、大阪５件、愛知４件、京都１件、鈴

鹿２件、松阪２件、津市内６件の計２２件でございます。また、相談内容

といたしまして、「物件の照会」、「美杉地域の照会」、「通勤通学の手法」、

「交通機関」、学校、病院、金融機関、スーパーはどこにあるのかなど、

日常生活面などの相談でございました。なお、４月以降も道の駅美杉で、

休日相談窓口の開設を予定しております。 

次に、田舎暮らし体験イベントとしまして、平成３１年３月９日（土）

に、美杉町上多気地内で開催いたしました。 

内容としまして、定住者、二地域居住希望者を対象に、古民家を利用し

た、かまど体験、林業体験といった田舎暮らし体験を実施し、その後、参

加者への移住相談も行ないました。参加者は愛知県２名 和歌山県１名、

奈良県１名、四日市市２名、尾鷲市１名、伊賀市１名の計８名の参加者が

ありました。 

また、今回のイベントは、三重大学の学生の企画、協力を得て、実施い

たしました。学生、若者の意見や考えを取り入れ、若者ならではの視点か

ら美杉の田舎暮らしの魅力をＰＲしていただきました。 

続きまして、美杉地域の空き家見学会についてでございます。 

平成３０年１２月８日（土）に、美杉町八幡地域で開催いたしました。 

この見学会では、「三重県宅地建物取引業協会」および「津市田舎暮ら
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しアドバイザー」に協力いただき、参加者に空き家の取得方法や、田舎暮

らしへのアドバイスを行なうことで、美杉地域での日常生活をイメージし

ていただき、空き家活用による定住者、二地域居住者を迎え入れる目的で

実施しました。参加者につきましては、愛知県１人、岐阜県１人、津市１

人の計３人の方に参加いただきました。 

見学物件数は、４件で、登録物件３件に加えて、空き家情報バンク改修

補助金制度を利用してリフォームされた物件１件を見学いたしました。 

次に、昨年初めて開催しました移住者懇談会についてでございます。今

年度は、３月２５日（月）の開催予定でございます。今現在は４組７名の

方が参加予定でございます。 

空き家情報バンクを通じて、物件を購入された移住者の方を対象に、津

市田舎暮らしアドバイザーの協力のもと、実際に移り住まれ、美杉での生

活の困りごとなどをお聞きし、美杉地域で快適に暮らしていただけるよう

に移住者懇談会を行う予定でございます。 

最後に、「各種補助制度」について御説明いたします。 

津市空き家情報バンク利用物件に係る補助金制度でございますが、この

制度は、津市空き家情報バンクを利用して空き家の物件を購入された方に

対して、購入した空き家の改修工事にかかった費用の一部に対して補助が

受けられるものです。 

補助金には、２種類あり、それぞれ対象となる改修工事と補助金の額が

異なります。 

１点目が、津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金でござ

いますが、対象となる改修工事が、風呂、トイレ、炊事場など水回り部分

であります。補助率は、水回り部分に係る改修工事費用の２分の１でござ

います。上限は５０万円です。 

次に、２点目の津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補

助金でございますが、対象となる改修工事が、水回り以外の屋根、壁、床

などであります。 

補助率は、改修工事費用の３分の１でございます。上限は１００万円で

す。実績につきましては、資料の表とおりですが、平成３０年度につきま

しては、津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金は２件、６

５万４,０００円、津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション

補助金については、１件、１３万３,０００円でございます。 

平成３０年度の成約件数は５件で、平成２９年度は４件で、成約件数は、

昨年度よりも、１件は増えておりますが、補助金の申請件数は、減ってお

ります。 

件数が減った要因として考えられますのは、成約の時期が、年度後半に

集中したことにより、工事の年度内完成が困難となり、翌年度に工事を見

送られたことが考えられます。以上でございます。 

 

続いて、商業振興労政課より橋本委員お願いします。 

 

商業振興労政課でございます。 

商業振興労政課では、中心市街地の活性化に向けていろいろな取組を行

っている中で、商店街の空き店舗、営業を止めて休んでいるお店の利活用

というところで支援をして、新出店をもとに中心市街地、商店街の賑わい

づくり、集客を目指そうと、平成８年から商店街等活性化推進事業補助制
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度を行っており、改正を加えながら継続実施をしております。内容としま

しては、商店街の中で空き店舗として登録されている物件に対して、この

お店を使いたい、新しいお店として起業したいという方を募って、その準

備に係るお金、例えば改装費やその後にかかる家賃を一定期間補助すると

いう事業をしております。とは言いましても空き店舗が徐々に増えている

中で、件数は一気に伸びるというものではなく、新規でやりたいという件

数は何十件という件数には上りませんが、昨年度は２件、今年度に関して

は３件の御応募をいただきました。まず、一次募集という形で年度初めは

一定期間設けて募集を募る中で、一件の応募をいただきました。それでも

数が満たなかったので、その後に随時募集という形で募集を行いまして、

新たに２件の応募をいただきました。 

空き店舗調査では、やはり空き店舗の実態把握というものが非常に難し

い問題です。津市内にも商店街が多数あり、歩いていてどこが休んでいる

かというのはすぐ分かるのですが、実際それが空き店舗として利活用でき

る物件なのかというのは、所有者の方にコンタクトを取っていろんな条件

をお聞きしながら、その条件に合って、物件を使って営業したいという方

とマッチングをして初めて成り立つ制度でございます。所有者の方にコン

タクトをとる際にも、その地域の商店街の方に協力を仰ぎながら行ってい

るところですが、なかなか状況把握というのが難しいところでございま

す。 

今年度それに向けた一つ趣向を凝らした新たな取組といたしまして、Ｎ

ＰＯ団体さんの協力を得て、空き店舗調査というのを本格的に行っていこ

うと思っております。今までは各商店街にお任せしていた部分があったの

ですけれども、商店街の協力を得ながらＮＰＯ団体さんの方で空き店舗調

査を行う施策を今年度始めました。まずは、津新町エリア、久居二ノ町エ

リアの２つのエリアで空き店舗調査を１２月にスタートしております。た

だ予想していたとおり、所有者の方が住んでおられなかったり、遠方にい

らっしゃったりというところで、進捗は予定よりは少し遅れております

が、着実に進めており、来年度以降もエリアを拡大することを含めて検討

しながら、継続実施をしていこうと考えております。そういった調査内容

については公開できる範囲で情報の共有、発信をしていこうと思っており

ますので、ソーシャルメディア等を活用しながら発信をして、その空き店

舗を使って起業したいという方への周知、発信をしていきたいと思いま

す。 

 

最後に、建築指導課より丹羽空家等対策担当副参事お願いします。 

 

建築指導課でございます。 

管理不全な空き家の解消の促進として、建築指導課での平成３０年度の

主な取組は、危険な空き家の所有者に対する改善指導、特定空家等の判定

と対応、各種補助制度でございます。 

資料２５ページでございます。 

平成２５年度以降今年２月末までに、市民の方から頂いた相談件数は、

合計で６３７件で、特に今年度は風の強い台風もあったことから、これま

でに２１０件の相談がありました。相談件数は年々増加しています。 

これに併せ、平成２７年度に、空家等対策計画策定にあたり実施した外

観調査で判明した、改善が必要な空き家２５７件を含め、合計８９４件に
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ついて、所有者へ文書送付や直接訪問による面談等によって、改善対応を

求めた結果、平成３０年度２月末現在で１２３件、これまでの合計で５０

９件が、補修や解体などにより改善されています。全体の改善率は５６．

９％です。 

資料２６ページでございます。 

対応した空き家のうち、危険度が高い「特定空家等」については、平成

３０年度の認定件数は６５件で、これまでの合計は２４９件です。 

改善された空き家のうち、特定空家等は、平成３０年度で４３件、合計

１０１件で全体の改善率は４０．６％です。 

改善された特定空家等のうち、９割以上である９２件は、指導や勧告な

どの法に基づく、強い対応を行う前に改善されています。 

定期的にパトロールを実施し、状況把握を行ったうえで、粘り強く、訪

問による説得などを繰り返し実施している結果と考えています。引き続

き、所有者訪問を積極的に実施していきます。 

資料２７ページでございます。 

特定空家等の中でも、なかなか積極的な改善対応が見られないことか

ら、法に基づく「指導」を行ったのは、平成３０年度７件、これまでの合

計は３８件で、改善されたのは平成３０年度は１件、これまでの合計は７

件です。 

指導をしても、改善対応が進まないことから「勧告」を行ったのは、平

成３０年度は３件、これまでの合計は６件です。 

平成３０年度の勧告による改善件数２件は、前回の当委員会で報告し

た、命令予告で解体したケースと、解体準備中であったケースの２件です。 

今年度は、代執行実施の必要が無くなった為、当委員会に諮る必要があ

りませんでしたが、来年度も、勧告から命令、代執行へ、対応を進める予

定の案件がございます。所有者の対応状況にもよりますが、代執行実施に

あたっては事前に、当委員会で意見を頂きたいと考えていますので、よろ

しくお願いいたします。 

資料２８ページでございます。 

特定空家等の解体・除却に関して活用いただける補助制度として「木造

住宅除却事業補助金」及び「特定空家等除却補助金」がございます。 

補助金額としては、どちらも上限を３０万円として、解体工事費の３分

の２を補助するものです。 

平成３０年度におきましては、改善された４３件の特定空家等のうち、

木造住宅除却事業補助金で９件、特定空家等除却補助金で４件の合計１３

件の特定空家等について、これらの補助制度を活用した解体による改善を

実施いただきました。 

来年度以降も、これらの補助制度を継続していくことで、引き続き改善

促進のツールの一つとして活用してまいります。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がありましたこと

について、御質問、御意見がございましたら御発言願います。 

 

パワーポイントの資料の２４ページの部分、建築指導課さんの方からの

御説明の中での御質問なんですけども、まず、平成３０年度の取組という

ところの中で、危険な空き家の判定と対応というところがありますが、危
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険な空き家の判定基準としてはどのようなところになるのでしょうか。 

 

法が出来た時点で国のガイドラインができ、それを参考にして、判定票

というものを市独自でつくりまして、現場でその票を見ながら特定空家等

に該当するかどうかを判断しております。 

 

特定空家等の認定に対する判定基準ということですか。 

 

そうです。 

 

外観調査をやられているという報告の中で、パワーポイントの２５ペー

ジですが、外観調査の調査内容としてもそのマニュアルから判定している

ということでよろしいのでしょうか。 

 

外観調査というのは、空家等対策計画を実施するのに全域で空き家がど

れだけあるのかを調査して、外観の状況をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄという段階で判

定した中で、Ｄ判定になった特に危険な状態であるとか、まず住めないで

あろうというものを建築指導課の方で再度現地確認をいたしまして、特定

空家等に該当しないかどうかを確認し、指導が必要なものとして残ったも

のが、平成２７年度の調査で２７０件という件数でございます。 

 

パワーポイントの資料８ページですけれども、都市政策課さんからの御

説明の中にある、空き家の外観調査と同じものなのでしょうか。 

 

そうです。その調査の中で特に危険な空き家を建築指導課の方で再度現

地を調査して、特定空家等に該当するかどうか調査した結果になります。 

 

私は建築士としての立場なのですが、建物を御購入された購入者さん、

あるいは売却された持ち主さんからの御希望として、外観調査以外で耐震

に関する質問が出た時にどのような対処をしているかお聞きしたいです。 

 

空き家バンクに登録の際、私どもは基本的に建築士さんの外観調査であ

るとかインスペクションをしておりませんので、新しい耐震基準になるか

古いものになるかというところと、後は所有者さんからの話を聞かせてい

ただくという形で耐震がどこまで大丈夫かというところの確認は取って

ない状況です。 

 

その危険な空き家を目視で劣化があるか、朽ちているかなど、昭和５６

年の耐震基準の法改正を基準とした中での耐震診断としての評価につい

て、今まで利用者さんの方からそれを出してくださいと言った希望はなか

ったのでしょうか。そして、それに対してあくまで市が仲介されるわけで

すから、耐震に関する責任の範囲として、津市としてどう考えておられる

のかをお聞きしたいです。 

 

私どもの方に直接耐震に関するお話はいただいておりません。ただ、交

渉の中でマッチングをさせていただきまして、所有者様と利用希望者様の

交渉という形になりますので、その中で確認をいただくというスタンスを
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とっております。ただ、今後専門的な部分での耐震診断が必要というお声

をたくさんいただくのであれば、検討はしていく部分ではありますが、今

のところは具体的に考えてはおりません。無料の耐震診断の補助の方は建

築指導課にございますので、そういったものを御紹介させていただくこと

はできるのかなとは思います。 

 

外観調査を行うことによって、一つの基準点としては市が出すわけです

よね。そういった中ですぐに居住できる状態であるかということについて

Ａ～Ｄ判定まで出されるわけですよね。そういった中で、実際地震になっ

てペシャンとつぶれてしまうことに対する責任を市側は何も感じ取られ

ないのですか。そういう建物を仲介するという立場のなかで、その建物自

体の危険度、それはあくまでも外観目視上である程度出されるというとこ

ろを今御説明の中で言っておられましたけど、要するにそこまでの評価を

するのであれば、実際その危険度に対しての数値として見られるのは、耐

震診断だと思うのです。その耐震診断のような評価を市が購入者側あるい

は売却者側の方へ向いて通知するというところは義務としては感じられ

ないのですか。 

 

建築指導課の方で耐震診断を無料で受けられる制度もありますので、そ

のあたりを組み合わせていけば、耐震診断を受けた結果が備わっていきま

すので、そのあたりを今後検討していきたいと思います。今のところはそ

ういったトラブルは出ていないので、一歩進めて取り組んでこなかった部

分ではあるのですが、そのあたりを新年度の中で取り入れていくというこ

とを検討していきたいと思います。 

 

参考資料１のところで３７件の物件が資料の中で報告されております

３７件の内、２４件が１９８１年以前の建物です。今地震が起きてないか

らそういった話が出来ると思います。地震が起きてから建物が購入された

方の財産が一瞬で崩壊してしまう危険性を持っている。その部分に対して

あくまでもしょっぱなの仲介役としては市ですよね。その市の仲介に対す

る責任を感じられないのかなというところが今回の報告の中で感じたこ

とですので、御検討のほどお願いします。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

はい、ありがとうございます。津市が空き家バンクの仲介の中でどこま

での役割を果たすのかということはあると思うのですが、当然耐震性は建

築年等によってはリスクがあるので、仕組みをきちんと考えていくという

ことが必要ではないかとは思います。現状どのように情報がでているかと

いうところまでは私確認していませんけど、御指摘のとおりかなと思いま

す。 

他いかがでしょうか。 

 

２２ページの商業振興労政課の件ですけど、商店街等活性化推進エリア

というのは決まっているのですか。今後はＮＰＯ法人が空き店舗調査を行

っていくということで、津新町地区とか久居二ノ町地区ということで聞き

ましたけど、そのエリアというのは決まっているのですか。 
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エリアとしましては、商店街振興団体等ということで、基本的にはこの

近くであれば大門であったり丸之内であったり商店街振興団体等のエリ

アという規定は設けてあります。今後このエリアを見直す検討はしている

ところですが、はっきりお答えできる段階ではありませんもので、今のと

ころはそういった商店街振興団体等のエリアに限られております 

 

最大の商店街であった大門地区なんかが全然言われなかったのですが、

結局大門地区という全体ではなくて、その一つ一つのエリアがあるのです

か、それとも一応大門地区全体が商店街等活性化推進事業のエリアという

ことですか。 

 

大門の中でも商店街振興組合としては分かれておりまして、大門大通

り、大門商店街、それから立町があります。なので、それぞれの商店街振

興組合のエリアになります。 

 

今の中尾委員の関係で、今までの実績で言いますと、今橋本委員が仰っ

たように、大門大通り商店街、大門地区の商店街と丸之内地区の商店街、

それから津新町、津駅南の団体さんに補助している実績がございます。 

 

分かりました。もう一つ、２０ページの美杉総合支所地域振興課の関係

ですが、懇談会をやられているということで、その中の具体的なところで、

こういう懇談会の中で、移住者は美杉地区に移ってきたのだけど、違うと

こへ移りたいとかそういう意見はありますか。 

 

懇談会の中ではそういった意見は出ておりません。しかし実際に、バン

クを利用して移住された方でまた別のところへ移住された方もございま

すし、空き家情報バンクを使ってなくて一般の売買の中で移られたという

方もございます。相談の中ではそういった意見は出ておりませんが、ここ

へ見える方はどちらかというとここで暮らしていきたいから参加される

方が多いと思います。 

 

はい、他いかがでしょうか。 

 

まず１４ページの都市政策課の空き家情報バンクの実績の一番下の方

ですけど、成約件数の地域別内訳というところで、美杉が７件と最多にな

っておりますけれども、これは何か理由があるのでしょうか。やっぱり美

杉さんの取組の結果なのか、物件が良かったからなのか、なにか理由があ

るのでしょうか。 

 

空き家バンクを美杉地域は平成２１年度から運営しており、登録物件数

が多いというところと、先ほど委員の方からもお話しいただいた相談会が

定期的に開催されているということもあると思います。あとは田舎暮らし

を希望する声も聞きますので、そういった中で選ばれているということも

あるのかなと思います。具体的に何でというものは把握してはいないので

すけれども、物件数が多いのと田舎暮らしを求めて見える方が多いのかな

と思います。 
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事務局 

 

加藤委員 

芸濃とか安濃とか香良洲とか河芸もそうですが、ほかのエリアが０です

よね。その辺の差は何かあるのでしょうか。 

 

今後の取組の方でもお話させていただくのですが、やはりエリアごとに

登録物件数にばらつきが出てきている部分もありますし、物件がないとこ

ろに行きたいという人がいないというわけでもないので、その辺は物件の

掘り起こしが必要になってくると思います。 

 

すみませんそれともう一つ、橋本委員から２３ページの商業振興労政課

の登録件数に結びつけるための空き事務所、空きオフィスの情報をいかに

して得るかというお話がありましたけども、もう少し具体的に大門とか丸

之内とかの中でこういうことを一緒にやっていきたいという要望があれ

ば、我々の会員の中で特にそういうエリア、商業施設の賃貸が得意な方も

いるので、またそういった場を設けてはどうかと思いました。 

 

ありがとうございます。今回初めての取組ということで、津市と久居と

１か所ずつはじめました。実際にＮＰＯ団体に委託はしているのですが、

私どもも一緒に回っております。空き店舗自体はすぐ分かって、地域の方

とかに聞いても、もうやられてないみたいだよとかあっちの方に住まれて

いるみたいだよとか情報はいただくのですけれども、そこから先に進めて

いく中で、オーナーに直接コンタクトを取るのが、非常に難しいというの

があります。 

 

長年そういったところで商売をやっている業者であれば、地元の情報は

多分橋本さんよりは精通しているかなと思いますので、そういう場も設け

ていただければと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

関連して伺いたいのですが、商店街とかの商店の場合は所有者の情報に

アクセスできないということですか。 

 

そうではなく、遠方に住まれていらっしゃったり、中には御高齢で施設

に入っていたりということは聞くのですけれども、やはり個人情報の中

で、御近所の方であっても把握されていないという中で、オーナーさんに

直接物件を貸す意思がおありか、あるいは条件はどんな感じかということ

は、物件の所有者に直接お話しする以外になかなか方法がないのですが、

そこまで行くのに時間を要するということが、今回やってみてわかったこ

とです。 

 

空家特措法で住宅であれば情報にアクセスできるのでしたよね。商店の

場合は空き家所有者を特定してそこに連絡を取ることができないという

ことですか。 

 

空き店舗であれば空き家という範疇には入ってくると思います。 

 

その所有者不明のことに関してなんですけど、おそらく施設に入ってい
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事務局 

 

藤田委員 

 

 

 

るとか遠方に住んでいるということまでは分かる物件はあると思うので

すが、いざ空き家、空き店舗の登記上はこの人だけれども、誰が相続人と

かわからない場合が実は掘り起こせばたくさんあると思います。そういっ

た場合はわれわれ行政書士が事実関係、権利義務に関する証明を出せる団

体ですので、言っていただければ、われわれの方もお手伝いさせていただ

けます。現実に今行政書士会が四日市、鈴鹿、松阪、明和、あとちょっと

忘れましたけど２町と所有者不明の不動産を探すことに関して業務提携

をさせていただいておりますので、もし何かお困りでしたら、所有者不明

に関して行政書士は専門分野、国でも定められている業務ですので、ちょ

っとお話させていただければお手伝いもさせていただけるかなと思いま

す。 

 

それは店舗でも一緒ですか。 

 

一緒です。 

 

ありがとうございます。是非また御検討ください。 

 

都市政策課の１５ページの空き家支援事業補助金についてなのですが、

補助金をもらう方のフローチャートが理解できないので御説明いただけ

ればと思います。平成３０年度に奈良の方が来た時に情報バンクの活用が

なく補助金をいただいているという書き方になっているのですけれど、こ

ういう流れで補助金の申請をして、こういう形で確認をしてというのが分

かれば教えていただきたいです。 

 

この移住促進の空き家リノベーション支援事業補助金につきましては、

三重県外から転入されて空き家を買って住まわれる方、県外からの転入者

に空き家を売ろうとされる持ち主の方に対して、改修費補助金が出るとい

うものになりまして、空き家情報バンクの活用を要件としてない補助金に

なりますので、今回は空き家情報バンクを利用されていない方が活用され

たということになります。フローとしては空き家を買われる方が空き家を

リノベーションするのに何か補助金はないかとお調べになる中で、うちの

方へお問い合わせいただければ当然紹介はさせていただきますし、ホーム

ページ等で見つけていただき、補助金の存在を知っていただいて、基本的

には改修の前に見積等を取っていただいて御申請をいただいて、改修後に

実績の報告をいただいて、その実績に応じて津市の方から補助金が出ると

いうような流れになります。 

 

物件の売主がいなくても、買主がこれ買いたいのでということで申請を

上げればいいのですよね。窓口は都市政策課ですか。 

 

そうです。 

 

外国人で日本国籍を持っている方が予算がない時にどうしようかなと

思っております。銀行のローンもなかなか敷居が高いものになりますの

で、補助金があれば窓口に行ってと言うつもりなのですが。 
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今はだいぶ大まかにお話をしていますが、いろいろ細かい条件はありま

すので、一度御相談をいただいて、お話をさせていただくという形になり

ます。 

 

結構外国の方で予算のない家を探している方は多いです。マッチングで

きればいいのですけど。 

 

その他、取組について御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

はい、それでは取組については御意見が出揃ったようなので、それでは、

事項書の「（２）今後の取組について」説明をお願いします。 

 

それでは、引き続きパワーポイントの資料、もしくはスクリーンを御覧

ください。事項書の「（２）今後の取組について」を御説明させていただ

きます。 

今後につきましても、ここに上げさせていただいております「空き家等

の発生の抑制と適正管理の促進」、「空き家の利活用の促進」、「管理不全な

空き家等の解消の促進」の３つの柱で、それぞれ現在行っている取組を継

続して行っていきます。この中で、本日は新たな取組の検討として、①空

き家情報バンクの利用促進、②空き家対策に関する国の補助金の活用につ

いて御説明させていただきます。 

こちらの表は各地域の拡大後に登録した物件数、現在公開中の物件数、

そして利用登録者が空き家を探している希望地域の件数です。先ほど草深

委員からも御意見がありましたとおり、現在の空き家情報バンクの登録物

件は、各地域で物件数に差があり、利用登録者が空き家を探している希望

地域とその地域の物件登録数にもミスマッチが生じている状況が分かり

ます。こういった状況を少しでも解消するため、特に登録物件のない地域

の物件の掘り起こしを目指して、地域だよりへ空き家情報バンク登録物件

の募集記事の掲載を予定しております。地域だよりというのは、各総合支

所管内における出来事やお知らせを掲載し、発行される地域版の広報紙と

いった位置づけのものです。発行回数は地域によって異なりますが、年４

回以上は発行されており、広報津とともに各総合支所管内の各戸へ配布さ

れています。各地域で登録物件が増加し、利用登録者の希望地域とのミス

マッチがなくなれば、成約件数の増加につながると考えております。 

続いて、成約物件数増加に向けて来年度は空き家見学会を２回程度開催

する予定です。 

今年度開催した空き家見学会のアンケートでは、見学物件について山間

部や海に近い物件、小さい物件等を希望する意見がありました。また、物

件所有者と職員で物件の説明を行いましたが、見学から交渉へつなげてい

くための具体的なアドバイスのできない部分もありました。 

これらのことから、来年度は見学する空き家を、アンケートの希望にあ

ったような山間部の物件や規模の小さい物件にしぼって、わかりやすいテ

ーマをもったものにしたり、参加者に対して的確なアドバイスができるよ

う、三重県宅地建物取引業協会様や全日本不動産協会三重県本部様と協力

して見学会が開催できればと考えております。 

続いて、津市景観計画に定める重点地区内の空き家の掘り起こしについ

てです。 

現在、津市景観計画において、歴史的な風情あるまちなみが残る一身田
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寺内町地区が、特に重点的に景観形成に組むべき地区として重点地区に指

定されておりますが、景観まちづくり活動をしている寺内町整備推進委員

会から重点地区内の空き家が景観に影響を及ぼす恐れがあるという意見

があがっております。地域の方は地域の空き家やその所有者の実情を詳し

く把握していることから、地域と協働して空き家の把握や啓発を行うこと

で、重点地区内の空き家の利活用の促進が図れるのではないかと思いま

す。具体的な方法などは、現在検討中ではありますが、地域と連携して空

き家の掘り起こしを進めたり、重点地区内の空き家が空き家情報バンクへ

登録された場合は、バンクサイトでの物件紹介の中で重点地区であること

を明記したりするなど、段階的に進めていければと考えております。 

続いて、「②空き家に関する国の補助金の活用」について御説明します。

こちらが現在の空き家に関する補助金とその財源をまとめたものです。 

現在の補助金のうち、「津市移住促進のための空き家リノベーション支

援事業補助金」は県の事業を活用したものですが、来年度に県の事業が終

了するため、２０２０年度以降、当該補助金は廃止される予定となってお

ります。そのため、国の補助金等を活用したこの補助金に代わる補助施策

を検討しているところです。 

国の補助金の一つに、「空き家対策総合支援事業」があります。こちら

は市町村による総合的な空き家対策の取組を推進する事業です。 

対象となる市町については、空き家等対策特別措置法に基づく「空家等

対策計画」を策定しているという条件がありますが、津市では平成２９年

３月に策定済みです。また、空き家等対策特別措置法に基づく協議会を設

置するなど、地域の民間事業者等との連携体制があることという条件もあ

りますが、こちらについてもこの津市空家等対策委員会があるため、この

条件も満たしており、現在の津市においても活用が可能な事業となってお

ります。 

当事業の事業主体は市区町村や民間事業者となっております。また、補

助の費用についてはこちらにありますとおり、活用の部分と除却の部分で

それぞれ割合が決まっております。 

こちらが対象事業になります。空き家の活用については、地域の滞在体

験施設や交流施設、体験学習施設等の用途に供するものや個人が所有する

空き家の取得費、移転、増築、改築等にかかる費用が対象となります。ま

た、除却については、跡地を地域活性化のために計画的な利用に供する場

合の空き家の除却費用が対象となりますが、特定空家等や不良住宅につい

ては跡地の要件がないものも対象となります。その他空き家の活用と除却

事業と併せて行う空き家対策関連事業や、活用や除却の事業を促進するた

めに行う事業等で当事業を活用することができます。 

ただ、当事業は市町村による総合的な空き家対策の取組を推進するもの

であるため、原則空き家の活用と除却を支援する事業が必要となります。 

当事業の活用を検討するには、まず、空き家の活用にかかる新たな施策

が必要です。現在実施している「津市移住促進のための空き家リノベーシ

ョン支援事業補助金」の県事業がなくなることから、これに代わるものと

して、空き家の改修に対する新たな補助金の実施を検討しています。さら

に空き家の除却にかかる施策も必要なことから、現在空き家再生等推進事

業を財源として実施している「特定空家等除却補助金」を空き家対策総合

支援事業へ移すことが考えられます。当事業を活用することで、現在行っ

ている空き家無料相談会の関係費や空き家見学会の関係費用などの費用
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も補助を受けることができます。 

ここで空き家の改修費に関する補助について、他市の事例を紹介したい

と思います。 

亀山市では市外からの転入者が行う空き家の耐震工事や改修費用の補

助を行っており、基本的な改修費用の補助に居住誘導区域内の空き家であ

るか、子育て世帯であるか等で補助率や補助額の上乗せを設けておりま

す。 

また、志摩市では市外からの転入者が空き家をリノベーションする際の

費用の３分の２、上限２００万円を補助しており、補助率や補助額の大き

な事業となっております。 

また、高知県の香美市では空き家の所有者や市外からの転入者、移住定

住を図ることを目的としたＮＰＯ法人等を対象として空き家の改修費の

３分の２上限１２１万６,０００円を補助しており、対象者にＮＰＯ法人

などを含めております。 

津市における空き家の改修にかかる、新たな補助施策の検討についてで

すが、２０２０年度に向けて、今後財政担当部局との協議を行っていくこ

ととなります。現在のリノベーションの補助金は県の要綱に則り、補助対

象や対象経費、補助額等がある程度決まっておりますが、財源を乗り換え

るにあたり、補助要件を市で決めることができます。補助対象を県外から

の転入者から市外からの転入者に変更するほか、対象の空き家が居住誘導

区域内である、空き家情報バンクの登録物件であるなど要件を満たす場合

に補助額の上乗せをするなど、補助金の使いやすさや空き家バンクの利用

の促進を考えた補助要件を検討しております。 

参考に居住誘導区域についてですが、津市では多極ネットワーク型コン

パクトシティの構築に向けて、平成３０年３月に津市立地適正化計画を策

定しました。同計画内において、人口密度を維持し、生活サービス機能の

維持を図るために居住を誘導する居住誘導区域を設定しております。図の

赤、黄色で色分けされている区域が居住誘導区域になります。 

以上が、今後行う予定の取組についての説明になります。空き家情報バ

ンクの利用促進への取組、空き家に関する国の補助金の活用の取組につい

て、委員の皆様からの御意見などをいただければと思います。よろしくお

願いします。 

 

はい、ありがとうございました。ただいま事務局の方から来年度以降に

行う取組について御説明がありましたが、委員の皆様から御質問、御意見

等ありましたらお願いします。 

 

転入者の定義なのですが、生まれた時から住んでいたら転入者ではない

ですが、どこから転入者となるのでしょうか。 

 

現在の県費を活用している補助金につきましては１年以上県外に居住

している方で、本市に転入される方ですので、今後どういった方を転入者

とみるかについては、都市政策課が新たに要綱で設定することになります

が、基本的には一定期間市外にみえて、津市へ転入される方になると思い

ます。あとは定住をお願いしたいところはありますので、基本的には５年

なり１０年なり住む予定の方という形になるかと思います。 
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藤田委員 

 

 

事務局 

 

草深委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

草深委員 

 

豊福委員長 

 

豊福委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

豊福委員長 

 

事務局 

 

 

豊福委員長 

 

豊福委員長 

 

豊福委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

他から移ってきて津に５年も１０年もいて転入者とみなすかどうかと

いうのはどうですか。 

 

転入後半年以内の方等になると思います。 

 

今の話なのですが、転入後に５、１０年の定住を前提に出す補助金だと

フォローは誰がするのでしょうか。期間内に市外へ出られた場合は返還を

求めるのでしょうか。 

 

一応要綱上、５年なら５年、１０年なら１０年の定住を定めた場合、あ

る程度事情はあれですけど、１０年以内にどちらかへ転出された方という

のは、返還を求めるという規定にはなる予定です。 

 

その基準はちゃんとしておかないとだめですね。 

 

他いかがでしょうか。 

 

私から１点いいでしょうか。一身田の寺内町の話なのですが、この重点

地区の景観への配慮ということについての法的な規制はどれくらいある

のでしょうか。つまり、ここに空き家を取得した人の景観への配慮をどれ

くらいコントロールできるのかというところを教えてください。 

 

一身田寺内町地区につきましては独自に景観形成基準というものを設

けておりまして、例えば数字で表したものですと、屋根の角度が１０分の

４～５であるとか、色はこのマンセルの範囲でお願いしますであるとか、

高さ制限等の基準も設けておりますので、この範囲で建築をしてください

といったものが景観形成基準になっております。 

 

それに違反するような改修や改築はできないということですか。 

 

はいそうです。もしそういったことがあった場合は、景観審議会の部会

に諮らせていただいて、変更命令や勧告などをしていくこととなります。 

 

そういう強制措置はできるということですね。わかりました。 

 

他ございませんでしょうか。 

 

基本的には国の補助金に入れ替えていくということだと思うのですけ

れど、補助金はとれるのでしょうか。 

 

おそらく大丈夫だと思います。今は県の補助制度を使わせていただいて

いたのですが、今後その補助金がなくなっていくという中で、国の方の補

助事業の方に移行できるというのが大きいのかなと思います。当然移行し

ていくにあたっては、早いうちに県を通じて国の方に予算は取ってくれる

ように相談はしていきますので、補助制度は活用できると思っておりま

す。 
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豊福委員長 

 

草深委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

草深委員 

 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

中尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

中尾委員 

 

 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

 

 

 

 

加藤委員 

その他委員の皆様からはよろしいでしょうか。 

 

だいぶ先の話になると思うのですが、３月１３日の日経新聞に不要な土

地、建物を国に寄附と財務省が検討していると、農地など相続放棄抑制と

いう記事があります。この中で権利関係とか境界がはっきりしている物件

を民間事業者や自治体に活用してもらうと、活用されない土地の増加を抑

える狙いがあると書いてありますので、どのように進んでいくかというこ

とをまた調べておいてください。 

 

ありがとうございます。 

 

すぐにどうこうなる問題ではないと思うのですが、確かに相続放棄であ

るとか箸にも棒にも掛からない物件もあるとは思うので、それがどうなっ

ていくかですよね。 

 

そこは今国の方で相当議論されていますので、おそらく何らかの方向性

が出されていくと思います。ですから、長期的には大きな問題になってく

るのだと思います。 

 

今の話ですけど、今でもこんな田んぼとか畑とか要らないので、市に寄

附していいですよという話があるのですが、市にそういう話を持っていく

と要りませんというような話になります。それが国の施策として寄附をと

りますよとかそんな余地があるのですか。市としてももらってもあまり利

用できない土地もらったところで、固定資産税はとれないし、むしろ市の

財政が圧迫されるだけで、厄介者になってしまうという考え方もあります

が、その辺はどうですか。 

 

今の国の動向がどこへ帰結するのかというのも、皆さまと同じ程度にし

かわかっていないのですが、確かに今はこの土地が要らないので市の方へ

といった話を市の方へいただくこともあって、ただ今の状況としては、基

本的にお断りしているというのが実情ですので、今後、国の方の制度設計

の中で、どのようになるのか注意していきたいと思います。 

 

国の方も相続人不存在の財産管理人なんかを選任されて、最終的に残っ

てきてもそれを極力お金に換えてくださいというような形をとっており

ます。これが今後どうなっていくかというのが非常に難しい問題かなとは

思います。 

 

最終的にお金になればいいのですが、ならない物件が最終的に自治体に

押し付けられるということになってはならないと思いますので、そこは国

の制度設計というところで、押し付けにならないような制度にしていかな

ければならないですよね。ただ、一方でこれから土地は必ず余ってきます

ので、また今後の人口減少を考えると、絶対にそれを全部活用するという

のは不可能だと思いますので、使わなくなった土地をどう管理していくの

かは国として考えなければいけない問題だと思います。 

 

お金の問題もありますけど、やはり所有権は一番強い権利ですので、わ
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豊福委員長 

 

中尾委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

中尾委員 

 

 

事務局 

 

中尾委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

中尾委員 

 

 

事務局 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

事務局 

れわれ行政書士の考え方としても、これはなかなか難しい問題ではあると

思います。国が言っているように、所有者が分からないものを市町さん何

かしなさいというのは難しいのではないかというのが、今現段階での読み

です。 

 

他よろしかったでしょうか。 

 

１つよろしいでしょうか。管理不全な空き家等の解消の促進の２７ペー

ジ、指導のうち勧告を行ったものの件ですが、私たちも相談会に参加する

関係上、勧告というのは具体的にどのようにするものなのか知りたいで

す。相談会に来た人にそんな建物だと勧告にいきますよという話もしなけ

ればならないので、具体的に教えてください。 

 

基本的には公文書で文書を送りますが、いきなり文書を送ってもわから

ないので、直接訪問させてもらって、勧告とはこういうものですよとか、

土地の税金が上がりますよとか、このまま放置すると次は命令、代執行と

いう段取りになってくるので、自分で壊してもらった方が何かと費用もか

からないし、何とかしてくださいねと極力話をさせてもらう形になりま

す。基本的には文書を本人と税の部局へ通知するという形になります。 

 

そうすると、解消までにはこうしなければならないですよという話を何

回もされて、苦労されているわけですね。 

 

そうです。 

 

分かりました、ありがとうございます。 

 

勧告をすると固定資産税の住宅用地の特例が外れます。その結果、通常

の更地と同じ税金がかかってくるので、丁寧に対応していかなければなり

ませんし、所有者さんがどうしても壊さないということになりますと、勧

告という手段をとっていかないと、次の代執行というところへ進めていけ

ないということもあります。 

 

私たち相談を受ける方としては危険にならないように大切に管理して

くださいということですね。 

 

結局その入口の部分が一番大切です。そして活用をしていただかないと

どんどん朽ちてしまいますので。 

 

他に御意見はございますか。 

それでは御意見も出揃ったようですので、本日の議事は全て終了となり

ますので、事務局にお返しいたします。 

 

【閉会】 

 


